
令和４年１０月吉日 

東小ＰＴＡ会員の皆さま 

流山市立東小学校 

     Ｐ  Ｔ  Ａ  本  部 
 

ＰＴＡ活動スリム改革へのご意見・ご質問について 
 

いつもＰＴＡ活動へのご協力ありがとうございます。 

「ＰＴＡ活動スリム改革」へいただきましたご意見・ご質問につきまして、本部からの回答をご報告させていただきます。 

 

①ＰＴＡへの入会が任意の場合、入会と非入会でどのような違いがあるのか？例えば、会費で購入した物は入

会している世帯の児童にのみ配付されるなどの違いがある方が良いと思う。 

＜＜本部回答＞＞ 

ＰＴＡは「すべての子どもたちのための活動」を行う任意団体となりますので、入会している方のお子さんと入会されてい

ない方のお子さんを区別する活動は行わず、入会されていない方のお子さんが不利益を被ることはありません。 

しかし、物品の購入に関しては、こうしたご意見もあることから、来年度からはＰＴＡ会費による児童個別の物品の購

入は行いません。 

皆さまの活動およびＰＴＡ会費は、子どもたちがより良い学校生活を送るために大変役立っています。今後とも多くの

保護者の皆さまにご協力していただけますよう、皆さまが活動しやすい内容へとスリム改革を提案いたしました。 

是非ご賛同いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。 

 

②流山市との通学路合同点検の活動の窓口を副会長以上が行い、本部の重要な活動として欲しい。 

＜＜本部回答＞＞ 

通学路点検については、本部から皆さまに危険箇所の情報提供をお願いするメールを発信し、情報のアップデートを図

っていく予定です。そして、そうした情報に基づき学校とも相談し、本部の活動として通学路点検を行っていく予定です。 

 

③学校前の旗振り活動について、季節事の交通安全週間や学期始めの日などに限定して、保護者の活動として

欲しい。 

＜＜本部回答＞＞ 

本部としましては、今回のスリム改革におきまして、「とにかく負担が大きい」という保護者の皆さまの声を改善することを

目標に、保護者の皆さまの負担をなくしつつ、子供たちの安全を守るために「各家庭での見守り活動」を行っていただく

こととしました。旗振り活動はＰＴＡ活動としては行いませんが、その分、皆さまには我が子の見守り活動を積極的に

行っていただきたいと思っています。 

なお、今後、皆さまからの旗振り活動へのご意見の状況を見ながら学校とも相談していきたいと思っています。 

 

④今後、向小金の線路にかかる橋がかかり、学校前の通行車両が増加することが想定されるため、学校前の歩道

溜まりの危険性について、PTA として学校側と共通理解をもって取り組んでもらいたい。 

＜＜本部回答＞＞ 

学校との情報共有はしており、今後も協議を続けていく次第です。 



⑤今回の改革案にて、学校側どのように受け止めているかについて、校長先生の考えを発信していただきたい。 

全国の事例をみていると、校長先生の理解や協力があると円滑に改革が進んでいると思う。  

＜＜本部回答＞＞ 

今回スリム改革を行うにあたり、校長先生・教頭先生とは協議を重ね業務の見直しを行いましたので、校長先生もご

理解の上、ＰＴＡの活動を尊重して下さっています。 

 

⑥卒業対策委員と補導員を学校からの選出とする場合、役員や委員経験済みの方は選出から除外してほしい。

今回変更することで、学校からの選出（子供のくじ引き等？）で卒業対策委員や補導員に決まってしまうと、今ま

で委員を経験していない人がいるのに不平等になるため。 

＜＜本部回答＞＞ 

選出については、立候補者からの選出が基本となります。立候補者がいなかった場合の選出方法は学校に一任いたし

ますが、このようなご意見があったことは学校に伝えます。 

なお、卒業対策委員につきましては、選出されなかった場合、その学年の卒業の関する行事等は先生方で出来る範

囲での実施となる可能性がありますことを予め申し添えます。 

 

⑦ここまでスリム化できたのに、子どもたちの学校生活とは最も関係ないバレーボールが残ることに違和感がある。 

ＰＴＡと関係のない有志の活動にできない理由が資料からは読み取れず、窓口機能として具体的にどのような貢

献があるのかわからない。他校ＰＴＡとの関係で出場してほしいのであれば、むしろ子どもたちが出場する流山発

祥のヘルスバレーを先生の負担ではなく PTAで支援してもらったほうが良いと思う。 

＜＜本部回答＞＞ 

9/9（金）に配付した資料にも記載しましたが、今回のスリム改革において、①「ＰＴＡは任意団体」の原則に則って

いるか？ ②学校からの要請・地域との連携による活動であるか？ ③活動内容・回数が会員の負担になっていない

か？ ④予算・活動の慣例化の観点はどうか？のポイントで活動の見直しを行いました。 

バレーボール部は市Ｐ連・県Ｐ連の事業であり、今年度より導入された「コミュニティ・スクール」制度で地域や他校との

連携もより重視されるようになったこと、また、ＰＴＡ活動は、子どもたちのためだけでなく「保護者による保護者のための

活動」としての役割も担っており、こうした親睦活動により得られる校内・校外での連携や情報もあること等を学校とも協

議の上、存続していくことと致しました。 

今後、P 連との関連も含め、更なるＰＴＡ活動の改革を検討する可能性もあります。本部では、より良いＰＴＡ活

動のために、こうした検討・改革を一緒に行って下さる方を募集していますので、皆さまのお力をお貸しいただければと思

っています。 

また、子どもたちのヘルスバレー大会への出場につきましては学校行事となりますので、設立をご希望の場合は学校にご

相談ください。 

 

 

今後ともＰＴＡ活動へのご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

東小学校ＰＴＡ本部 


